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原村公民館の登録可否判断簡易フローチャート 
 

Q1. 

会員は５人以上いる 

申し訳ありませんが、登録団体とし

てはご利用いただけません 

Q２. 

村内在住または在勤の会員が

５名 以上いる。 

Q３. 

講師は代表者ではない。（講師

の家族が代表者になることは

できません） 

講師主体の活動とならないよ

う、代表者は会員から選出し

てください。 

Q４. 

新規入会希望者がいた場合、

受け入れることができる。 

公民館は仲間づくりの場という

役割があることから、家族・知

人のみでの活動は登録できませ

ん。 

定員等の理由で新規入会が難し

い場合は、ご相談ください。 

「公民館利用団体登録申込書」を公民館へご提出

ください。審査の上登録いたします。 

登録は年度ごとに必要になりますので、ご注意く

ださい。 
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